
令和８年度  群馬県高等学校陸上競技強化大会  

１ ． 主   催  群 馬 県 高 等 学 校 体 育 連 盟 陸 上 競 技 専 門 部  (一 財 )群 馬 陸 上 競 技 協 会  

２ ． 共   催   群 馬 県 教 育 委 員 会    

３ ． 後   援  前 橋 市 教 育 委 員 会  

４ ． 日   時  令 和 ８ 年 １ ０ 月 １ １ 日 (日 )     午 前 ９ 時 ０ ０ 分    競 技 開 始  

１ ０ 月 １ ２ 日 (月 )     午 前 ９ 時 ０ ０ 分    競 技 開 始  

５ ． 場   所  正 田 醤 油 ス タ ジ ア ム 群 馬 （ 群 馬 県 立 敷 島 公 園 陸 上 競 技 場 ） ・ 補 助 競 技 場  

６．種    目  

 男   子  女   子  

一  

日  

目  

1 0 0 m   4 0 0 m   1 5 0 0 m  

1 1 0 mＨ   3 0 0 0 m S C 

5 0 0 0 m W   4× 1 0 0 mＲ   棒 高 跳  

三段跳   砲丸投   やり投  

1 0 0 m   4 0 0 m   1 5 0 0 m 

1 0 0 mＨ   5 0 0 0 m W 

 4× 1 0 0 mＲ   走 高 跳   棒 高 跳  

 三 段 跳   砲丸投   やり投  

二  

日  

目  

2 0 0 m   8 0 0 m   5 0 0 0 m   

4 0 0 mＨ   4× 4 0 0 mＲ    走 高 跳  

走 幅 跳   円盤投      ハンマー投  

2 0 0 m   8 0 0 m   3 0 0 0 m  

4 0 0 mＨ   4× 4 0 0 mＲ   走 幅 跳  

円盤投   ハンマー投  

 

７ ． 引率・監督  ( 1 )  引 率 責 任 者 は 、 団 体 の 場 合 は 校 長 の 認 め る 当 該 校 の 職 員 と す る 。 個 人 の 場

合 は 校 長 の 認 め る 学 校 の 職 員 と す る 。 （ た だ し 、 公 立 学 校 に あ っ て は 教 員

と す る 。 ） ま た 、 校 長 か ら 引 率 を 委 嘱 さ れ た 「 部 活 動 指 導 員 」 （ 学 校 教 育

法 施 行 規 則 第 ７ ８ 条 の ２ に 示 さ れ た 者 ） も 可 と す る 。 但 し 、 「 部 活 動 指 導

員 」 に 引 率 を 委 嘱 す る 校 長 は 県 高 体 連 会 長 に 事 前 に 届 け 出 る こ と 。  

( 2 )  監 督 は 校 長 が 認 め る 指 導 者 と し 、 そ れ が 外 部 指 導 者 の 場 合 は 傷 害 ・ 賠 償 責

任 保 険 ( ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ安 全 保 険 等 ） に 必 ず 加 入 す る こ と を 条 件 と す る 。  

 

８ ． 参 加 資 格  ( 1 )  参 加 者 は 高 体 連 加 盟 校 の 生 徒 で あ る こ と 。  

( 2 )  参 加 選 手 は 、 あ ら か じ め 健 康 診 断 を 受 け 、 当 該 校 長 の 承 認 を 必 要 と す る 。  

 

９ ． 参 加 制 限  参 加 制 限 は 設 け な い 。  

 

1 0． 競 技 方 法  ( 1 )  2 0 2 6 年 公 益 財 団 法 人 日 本 陸 上 競 技 連 盟 競 技 規 則 に 準 拠 す る 。  

( 2 )１ 年 生 の 部 と ２ ・ ３ 年 生 の 部 に 分 け て 競 技 す る （ １ 年 生 の 部 と ２ ・ ３ 年 生 の

部 の ど ち ら か の 参 加 人 数 が ６ 名 以 下 の 種 目 と リ レ － は 共 通 種 目 と し て 実 施

す る ） 。  

       ( 3 )  申 込 み 人 数 に よ り 予 選 ・ 決 勝 と も タ イ ム レ ー ス と す る こ と も あ る 。  

       ( 4 )  申 込 み 人 数 等 に よ り 補 助 競 技 場 で 実 施 す る 場 合 が あ る 。 ま た 、 1 0 0 m・ 2 0 0 m

・ 4 0 0 m は 、 タ イ ム 上 位 1 6 名 に よ り 決 勝 レ ー ス を 行 う 場 合 が あ る 。  

 

1 1． 表   彰  各 種 目 １ ～ ３ 位 に は 賞 状 を 、 ４ ～ ６ 位 に は 専 門 部 賞 状 を 授 与 す る 。  

 

1 2． 申 込 方 法   ( 1 )  当 該 校 の 校 長 の 責 任 に お い て 、 日 本 陸 連 エ ン ト リ ー シ ス テ ム で 、 ９ 月 １ ４

日 （ 月 ） か ら ９ 月 ２ ８ 日 （ 月 ） 1 7 : 0 0 ま で に 申 し 込 む こ と 。  

              ( 2 )  申 し 込 み 記 録 は 今 年 1 月 1 日 以 降 の 最 高 記 録 と す る 。  

        ( 3 )  追 加 登 録 は 、 ９ 月 ２ ３ 日 （ 水 ） 1 7 : 0 0 ま で と す る 。  

1 3 .  附   則   ( 1 )  リ レ ー に つ い て は 、 同 一 校 で 複 数 チ ー ム の 出 場 を 可 と す る 。 同 一 校 複 数 チ

ー ム 出 場 の 場 合 、 オ ー ダ ー に つ い て は エ ン ト リ ー を し て い る リ レ ー メ ン バ

ー 内 の み で 編 成 す る 。 ま た 、 ユ ニ フ ォ ー ム の ト ッ プ ス に つ い て は チ ー ム が

判 別 し や す い よ う に 配 慮 す る 。  

( 2 )  競 歩 競 技 に お い て 、 周 回 を 残 し 、 制 限 時 間 (男 子 － 3 0 ' 0 0 "  女 子 － 3 2 ' 0 0 "  

男 女 同 時 － 3 2’ 0 0” )を 超 え た 者 に つ い て は 、 競 技 を う ち 切 る こ と が あ る 。  

 


